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企業の境界と知財戦略  
○後藤吉正（名古屋大学）、玄場公規（立命館大学） 

  
 
1．はじめに 
知財戦略の目的は知財権を活用して競争優位を獲得することであり、競争力を創出する知財ポー

トフォリオの形成や競合他社に対する効果的な権利活用などが主な内容と考えられている。一方、

多岐にわたる企業活動のうちで、どこまでを社内で行うのか、どこまでを発注・委託・共同などに

より社外に依拠するのかは「企業の境界」（boundary of the firm）の問題と呼ばれ、企業経営上の

重要課題である。本報告は、企業の境界と知財戦略の関係を検討し、企業の境界が知的財産による

競争力を規定する主要な要因の一つとなることを事例で検証するものである。 
企業の境界の決定要因は能力理論と取引費用理論の 2 面から議論されてきた。企業間に能力の差

異があり、必要な能力の獲得には時間と費用を要することが、企業の境界を決定する要因とするの

が能力理論である。(Wernerfelt1984) (Chandler1990) 企業に必要な活動を社外から調達する場

合には、市場取引を介して行われるので、調達には市場関係者の合意や契約などの幅広い費用を要

する。これを取引費用と呼ぶ。一方、必要な企業活動を企業内に取り込むには様々の統合費用が必

要となる。この取引費用と統合費用のバランスが企業の境界を決定する要因とみるのが取引費用論

である。(Williamson1975,1985) 
ところで、企業の境界は特許の効力を左右する。特許は権利者以外による製造・販売等を排他す

る権利であるので、自社と競合他社が保有するそれぞれの特許権が一定でも、自社と競合他社の企

業活動の範囲によって、相手に対する排他権の効果が異なる。このことは、特許を用いた競争優位

の要因として企業の境界を検討する必要性を示している。小田切らは特許の専有可能性が高いと技

術の取引費用が低くなりそれが企業の境界に影響することを示した。また、企業の境界が特許によ

る専有可能性に影響し、企業の境界と特許による専有可能性は相互作用があると報告している。（小

田切 2010）しかし、企業の境界が特許による専有可能性に作用するメカニズムについては踏み込

んだ議論はしていない。 
本報告は、企業の境界が特許による競争優位を産むこと、及びそのメカニズムを事例を用いて検

討する。更に、この事の経営戦略と知財マネジメントの関係における意義にも言及する。 
 

2．リサーチクエスチョン 
 特許による競争優位と企業の境界との関係を検討するために、本報告は、次の 2 つのリサーチク

エスチョンを設定する。 
 RQ1 ：企業の境界が、特許による競争優位を左右するのか 
  RQ2 ：企業の境界が、特許による競争優位を創出するメカニズムは何か 
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 以上のリサーチクエスチョンを次の手順で解明する。まず最初に、特許権の本来機能を検討し

て、企業の境界が競争優位を生み出す幾つかのメカニズムを仮説する。次にこのメカニズムが実際

に機能するか否かを事例研究で確認する。事例には、通信 LSI、DVD ドライブ、パソコン CPU を

用いる。事例研究の結果を踏まえて、2 つのリサーチクエスチョンへの解を考察する。 
 
3．企業の境界と特許にもとづく競争優位に関する仮説 
 特許権の経営的な効力は既に詳細に解明されてきた。事業における特許の効果は他社による特許

発明の実施を排他する権利である（丸島 2011）ことを踏まえ、企業の境界が特許による競争優位

を発生させる次の４つのメカニズムを仮説する 
 
【仮説 1】企業の境界によって、他社特許の効力を最小化し、自社特許の効力を最大化することが

できる。 
自社と競合他社が特許権で争う場合を想定する。自社特許による競合他社への効力は、自社特

許の権利範囲と競合他社が実施（製造・販売等）する範囲と規模で決まる。競合他社特許による

自社への効力は、競合他社特許の権利範囲と自社が実施（製造・販売等）する範囲と規模で決ま

る。これら 2 方向の効力のバランスが特許係争の力関係を決定する。従って、仮に競合他社の特

許と実施範囲・規模が同じであっても、自社が実施する範囲と規模、即ち、企業の境界が競合他

社の特許の効力を最小化できる可能性がある。 
更に、業界の商習慣等によって、技術的に特許発明を実施する範囲（製品）と特許実施料が課

せられる範囲（製品）が異なる場合も少なくない。例えば、画像 CODEC 特許は機器の中のシス

テム LSI が実行するが、実施料を徴収する対象はテレビ受信機や携帯電話などの機器である。従

って、この特性を踏まえた企業の境界により、自社の実施料支払いを最小化し、他社からの収入

を最大化することが考えられる。 
 

【仮説 2】企業の境界を跨いで、特許の実施権の保有と実施権の実行を分離できる。 
 特許権者がもつ実施権や他社とのライセンス契約によって得た実施権を自らが実行する以外に、

ライセンス契約の子会社条項を用いて子会社で、have-made 権を用いて外注先で実行すること

ができる。これにより実施権という特許制度に関する優位性と、子会社や外注先が保有する生産

能力に関する別の優位性の結合が可能である。 
 
【仮説 3】企業の境界は、自社特許で他社を排他したい対象を、標準化によって特許実施許諾が必

要となる範囲から外すことができる。 
  市場に供給される自社製品と他社製品との界面で、互換性や相互接続性が必要な場合には、技

術仕様の標準化が行われ、その結果、標準に必須な特許（標準必須特許）は第三者への実施許諾

が不可避となる。この為、標準必須特許で他社の実施を排他することはできない。しかし、自社

製品と他社製品との界面の位置を調整して、界面の内側に排他権を行使したい特許が存在するよ

うに界面を設定すれば、特許による排他権を行使できる。これは企業の境界の問題である。 
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バスのイン

 

Bridge は

intel 以外

の市場シャ

アーキテク

h Bridge、
SI の先に

e を CPU
s）を公開

それを他

が開発・製

た。Intel
LSI の供

優位に影響

社は、もと

た競争優位

である。 
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5.2. 企業の境界が、特許による競争優位を創出するメカニズム 
 次に、RQ2 を考察する。4.で検討した 3 つの事例は、3．で提起した競争優位を創出するメカニ

ズムに関する 3 つの仮説が適切であることを実証している。それらは； 
（1）企業の境界は、他社特許の効力を最小化し、自社特許の効力を最大化できる 
（2）企業の境界を跨いで、特許の実施権の保有と実施権の実行を分離できる 
（3）企業の境界は、自社特許で他社を排他したい対象を、標準化によって特許実施許諾が必要と

なる範囲から外すことができる 
 ここで、（3）は、有効性が広く認知されている標準化の open-closed 戦略と類似しているが本質

的に異なる。open-closed 戦略は、標準必須特許以外に有用特許を保有するように標準化の範囲を

設定することに眼目があり、企業の境界に踏み込んでいない。 
 
5.3.経営戦略と知財マネジメントの関係 
 本報告は、企業の境界は特許による競争優位を創出することを示した。これは知財マネジメント

の枠組みについて大きな意義を持つ。「三位一体の知財経営」「戦略的知財マネジメント」の重要性

が提起されて久しい。しかし、これらの論点は知財業務の範囲内であり、最初に経営戦略が策定さ

れ、それを支えるように知財業務をマネジメントすることを暗黙裡に想定しているように思われる。 
 企業の境界は経営戦略の重要課題である。本報告が示すように、特許による競争優位が生まれる

ように企業の境界の問題を解くことが事業競争力を形成し、それが経営戦略の一角を担っている。 
 
6 .結論 
 本報告は、企業の境界が競争優位の知財戦略を創出することと、その創出メカニズムを示した。

今後は、本報告で検討した 3 事例以外の事例を取り上げ、本報告で提示した 3 つのメカニズム以外

のメカニズムの存在の探索が課題である。 
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